
川口市結核予防費補助金交付要綱 

 （趣旨） 

第 1 条 この要綱は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律（平成１０年法律第１１４号。以下「法」という。）第６０条第１項に基づ

き、法第５３条の２第１項の規定により実施する定期の健康診断に要する費

用を補助するに当たり、必要な事項を定めるものとする。 

 （補助対象事業） 

第２条 補助の対象となる事業は、法第５３条の２第１項に定める学校又は施

設の設置者が、申請年度内に行う定期の健康診断とする。 

 （申請者） 

第３条 補助金の申請者は、法第５３条の２第１項に定める学校又は施設のう

ち、国、都道府県又は市町村の設置する学校又は施設を除いたものの設置者

（以下「設置者」という。）とする。 

２ 前項の申請者は、定期の健康診断に係る諸法規を遵守しなければならない。 

 （交付申請） 

第４条 補助金の交付申請は、結核予防費補助金交付申請書（様式第１号）によ

り、行うものとする。 

２ 前項の申請書には、結核予防費補助金所要額調書（様式第１号の２）、結核

健康診断事業計画及び所要額内訳（様式第１号の３）、結核健康診断受診予定

者数内訳（様式第１号の４）及び歳入・歳出予算書（抄本）（様式第１号の５）

を添付するものとする。 

 （申請期限） 

第５条 前条第１項の申請期限は、別に市長が定める日とする。 

（補助金交付額の算定及び決定） 

第６条 補助金交付額の算定は、３５０，０００円を上限として、次に掲げる計

算方法により最小の額となる計算方法によって算出された額を、３で除し、２

を乗じるものとする。また、算定した額に１，０００円未満の端数が生じた場

合は、これを切り捨てるものとする。 

 (1) 基準額（別表第１）に定めるところにより計算して得た額の合計額 

 (2) 対象経費（別表第２）に定める補助対象事業に係る経費の実支出額 

 (3) 総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額 

２ 補助金の交付額は、前項により算定した額に基づき、予算の範囲内において、

市長が決定するものとする。 

 （交付決定） 

第７条 市長は、第４条第１項の申請があった場合、当該申請に係る書類等の審

査を行うものとする。 



２ 前項の審査の結果は、結核予防費補助金交付決定通知書（様式第２号）又は

結核予防費補助金不交付決定通知書（様式第３号）により、申請者に対して通

知するものとする。 

（実績報告） 

第８条 申請者は、別に市長が定める日までに、結核予防費補助金事業実績報告

書（様式第４号）により、補助対象事業の実績報告をするものとする。 

２ 前項の報告書には、結核予防費補助金精算書（様式第４号の２）、結核健康

診断精算書内訳（様式第４号の３）、結核健康診断受診者数内訳（様式第４号

の４）、歳入・歳出決算見込書（抄本）（様式第４号の５）及び別に市長が指定

する書類を添付するものとする。 

 （補助金等の確定） 

第９条 市長は、前条第１項の実績報告を受けた場合、当該報告に係る書類等の

審査を行うものとする。 

２ 前項の審査の結果は、結核予防費補助金交付額確定通知書（様式第５号）に

より、申請者に対して通知するものとする。 

３ 申請者が不交付の決定を受けた場合は、前２項について、行わないものとす

る。 

 （請求） 

第１０条 補助金の請求は、前条第２項の通知を受けた者が、当該通知を受けた

日の翌日から２週間以内で市長が定める日までに、結核予防費補助金交付請

求書（様式第６号）により行うものとする。 

 （支払い） 

第１１条 補助金の支払いは、前条による請求の内容を確認し、翌年度５月末日

までに行うこととする。 

 （書類の整備） 

第１２条 設置者は、補助対象事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿

及び証拠書類を、保管しなければならない。 

２ 前項の保管期間は、交付申請をした翌年度から５年間とする。 

（取消等） 

第１３条 市長は、補助金の交付決定について、申請者が本要綱の各規定に違反

し、又は川口市補助金交付規則（以下「規則」という。）第１６条第１項各号

に該当した場合、取消すことができる。 

 （その他） 

第１４条 補助金の交付に関して必要な事項は、この要綱に定めるものの他、規

則によることとする。 



   附 則 

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 



別表第１

 基準額

区分 補助単価(円) 補助基準額算定方法

医療機関

等実施分

間接撮影 

 レ ン ズ カ メ ラ ４５４ 受診人数×補助単価

間接撮影 

 7 0㎜ミラーカメラ ４７８ 〃

間接撮影 

 100㎜ミラーカメラ ５０６ 〃

直接撮影  

５０６ 〃 

別表第２ 

 対象経費

  （１）報酬（補助対象事業に限り従事する者に係る報酬） 

  （２）賃金（補助対象事業に限り従事する者に係る賃金） 

  （３）報償費（報償金を含む。） 

  （４）需用費（消耗品費、食糧費、印刷製本費及び医薬材料費に限る。） 

  （５）役務費（通信運搬費、手数料及び損害保険料に限る。） 

  （６）委託料 

  （７）使用料及び賃借料 

  （８）公課費 


